
検 索長崎市議会
本会議の模様を長崎ケーブルメディアやインターネットで生中継しています。
また、インターネットでは録画中継もご覧になれます。YouTube（ユーチューブ）でも視聴できます。
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正副議長就任のご挨拶

　市民の皆様には、日頃から市政に対し、深いご理解と温かいご協力
をいただき、心から感謝申し上げます。
　このたび、私どもは議員多数のご推挙により第 60 代議長、第 67
代副議長に就任いたしました。
　長崎市は今、急速に進む人口減少や少子高齢化など多くの課題に
立ち向かい、まちの姿を大きく変えながら、将来の希望を抱けるまちづ
くりに向けた重要な時期を迎えています。私たち市議会は、二元代表
制における議会の機能を高めながら、鈴木市長をはじめ、理事者とと
もに諸課題の解決に取り組み、長崎市の発展と市民福祉の向上に全
力を尽くしてまいります。
　どうか、今後とも、市民の皆様の変わらぬご支援とご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。

長崎ベイサイドマラソン
11月 17日開催予定

岩永敏博議長 山口まさよし副議長
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令和６年９月定例会を次のとおり開催しました。

９月２日 本会議
（議案上程（委員会付託））

９月５・6日 本会議（市政一般質問）
９月９日 本会議

（市政一般質問、意見書・決議）
９月10日 本会議

（市政一般質問、追加議案上程等）
９月11～ 13日 常任委員会
９月18日 特別委員会
９月20日 本会議

（委員長報告、正副議長選挙等）

一般会計補正予算（第3号・第４号）を可決
＜主な内容＞
〇児童福祉等施設整備事業費補助金（病児・病後児保育施設）
　・�国の子ども・子育て支援施設整備交付金を活用して、病児・
病後児保育施設の整備に係る経費を補助する。

〇宅地のがけ災害対策費補助金
　・�大雨により、個人所有の宅地等でがけ崩れが発生し、隣接
家屋等への被害拡大の恐れがあることから、対策工事に要
する費用の一部を助成する。

○養殖魚赤潮被害緊急対策事業費補助金�
　・�三重地区及び戸石地区で発生した赤潮による被害を受けた
事業者に対し、県と連携してへい死した養殖魚の処理及び
赤潮防除対策等の支援を行う。

� 議決結果 ※賛成者は「〇」、反対者は「×」、欠席者は「欠」、除斥者は「除」、退席者は「－」と表記しています。
※議長は表決に加わらないため、「/」表記としています。
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78号 教育委員会の委員の任命について 同意 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
79号 人権擁護委員の候補者の推薦につ

いて 同意 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

80号 令和６年度長崎市一般会計補正予
算（第３号）

原案 
可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

81号 令和６年度長崎市介護保険事業特
別会計補正予算（第１号）

原案 
可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

84号 長崎市附属機関に関する条例の一
部を改正する条例

原案 
可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

85号

長崎市行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等
に関する法律に基づく個人番号の
利用及び特定個人情報の提供に関
する条例の一部を改正する条例

原案 
可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇

86号 一般職の職員の特殊勤務手当に関
する条例の一部を改正する条例

原案 
可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

87号

長崎市指定介護予防サービス等の
事業の人員、設備及び運営並びに
指定介護予防サービス等に係る介
護予防のための効果的な支援の方
法に関する基準等を定める条例の
一部を改正する条例

原案 
可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

88号
長崎市ふれあいセンター条例及び
長崎市公民館条例の一部を改正す
る条例

原案 
可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

89号 長崎市福祉医療費支給条例の一部
を改正する条例

原案 
可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

90号 長崎市国民健康保険条例の一部を
改正する条例

原案 
可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 × × 〇

91号
長崎市伊王島海水浴場交流施設条
例及び長崎市伊王島ふれあい広場
条例を廃止する条例

原案 
可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

92号
工事の請負契約の締結について（長
崎ブリックホール調光器盤更新工
事）

原案 
可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

93号
工事の請負契約の締結について（端
島炭坑跡護岸施設補強工事（その
３））

原案 
可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

94号 工事の請負契約の締結について（日
見大曲・宿町団地第１期整備事業）

原案 
可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

95号 工事の請負契約の締結について（小
島小学校改築主体工事）

原案 
可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

96号 工事の請負契約の締結について（小
島小学校改築管工事）

原案 
可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

97号 工事の請負契約の締結について（小
島小学校改築電気工事）

原案 
可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

98号 権利の放棄について 原案 
可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

99号 市道路線の認定について（認定１
件）

原案 
可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

100号 令和６年度長崎市一般会計補正予
算（第４号）

原案 
可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

請願 
５号

「再審法改正を求める意見書」採
択に関する請願について 採択 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議 
３号

被爆体験者の一刻も早い救済を求
める意見書について 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議 
４号

被爆体験者の一刻も早い救済を求
める決議について 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議 
５号

再審法改正を求める意見書につい
て 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案の詳細は、ホームページでご覧になれます。
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の
で
は
な
い
か
。

�

平
和
祈
念
式
典
に
は
原
則
と

し
て
全
て
の
駐
日
外
国
公
館
の
代

表
を
招
請
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
、
現
下
の
中
東
情
勢
等
を

総
合
的
に
勘
案
し
た
と
こ
ろ
式
典

に
お
い
て
不
測
の
事
態
が
発
生
す

る
リ
ス
ク
等
が
懸
念
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
７
月
末
ま
で
判
断
を
保
留

し
て
い
た
が
、
リ
ス
ク
等
へ
の
懸

念
に
変
わ
り
が
な
か
っ
た
た
め
、

平
穏
か
つ
厳
粛
な
雰
囲
気
の
下
で

の
円
滑
な
式
典
の
開
催
の
た
め
招

請
を
見
合
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
式
典
に
関
し
て
広
島
市
と

も
情
報
共
有
し
て
い
る
が
、
会
場

や
参
列
者
の
規
模
な
ど
が
異
な
る

中
、
主
催
者
と
し
て
円
滑
に
運
営

で
き
る
か
を
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か

ら
判
断
し
た
結
果
、
対
応
が
分
か

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

平
和
祈
念
式
典
の
招
待
国

問問答

	

相
談
支
援
拡
充
の
た
め
、
職

員
の
増
員
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
守

ら
れ
た
相
談
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
が

必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
見
解

を
伺
い
た
い
。

�

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、

常
時
２
名
以
上
の
職
員
を
配
置
す

る
も
の
と
し
て
お
り
、
特
に
利
用

が
多
い
セ
ン
タ
ー
で
は
増
員
配
置

が
可
能
と
な
る
よ
う
、
市
の
補
助

金
を
増
額
し
て
い
る
。　

　

相
談
ス
ペ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、

一
部
の
セ
ン
タ
ー
で
は
専
用
の
相

談
室
が
な
い
た
め
、
施
設
の
事
務

室
や
交
流
ス
ペ
ー
ス
を
活
用
し
て

相
談
業
務
を
実
施
し
て
い
る
が
、

継
続
的
な
支
援
が
必
要
な
相
談
に

つ
い
て
は
、
本
庁
や
各
総
合
事
務

所
で
保
健
師
等
の
専
門
職
が
対
応

し
て
い
る
。

　

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
今

後
、
地
域
の
子
育
て
支
援
拠
点
と

し
て
の
役
割
が
ま
す
ま
す
重
要
と

な
る
こ
と
か
ら
、
補
助
の
在
り
方

や
相
談
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
に
つ
い

て
整
理
し
て
い
き
た
い
。

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お

け
る
相
談
支
援
の
拡
充

問問答

	

公
園
で
の
花
火
は
原
則
禁
止

と
さ
れ
て
い
る
が
、
夏
休
み
の
お

盆
前
後
10
日
間
な
ど
、
限
定
的
に

規
制
を
緩
和
し
て
、
市
民
同
士
の

交
流
が
深
ま
る
よ
う
な
憩
い
の
場

を
創
出
す
る
考
え
は
な
い
か
。

�

公
園
は
、
市
民
の
憩
い
の
場

で
あ
り
、
誰
も
が
安
全
で
快
適
に

利
用
で
き
る
場
所
で
あ
る
必
要
が

あ
る
た
め
、
特
に
近
隣
住
民
の
利

用
を
想
定
し
て
い
る
街
区
公
園
は
、

利
用
者
や
周
辺
に
危
険
が
及
ば
な

い
よ
う
花
火
や
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル

な
ど
で
の
利
用
を
原
則
禁
止
し
て

い
る
。

　

一
方
、
花
火
に
つ
い
て
は
地
域

活
性
化
の
た
め
の
夏
祭
り
な
ど
、

自
治
会
等
の
主
催
者
が
責
任
を

持
っ
て
管
理
す
る
場
合
に
は
利
用

を
認
め
て
い
る
事
例
も
あ
る
。
公

園
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
地
域
で

場
所
や
時
間
な
ど
、
一
定
の
ル
ー

ル
を
つ
く
り
、
地
域
の
総
意
と
し

て
守
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
柔

軟
に
対
応
し
て
い
き
た
い
。

公
園
利
用
の
規
制
緩
和
に
よ

る
地
域
活
性
化

問問答

公
明
党

福ふ
く
ざ
わ澤

　
照て

る
み
つ充

自
民
創
生

澤さ
わ
せ㔟

み
ず
き

自
民
創
生

竹た
け

田だ

　
雄ゆ

う

亮す
け

な
が
さ
き
ミ
ラ
イ

平た
い
ら

　
た
け
し
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障
害
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
診
療

待
機
期
間
中
な
ど
保
護
者
が
不
安

な
と
き
の
支
援
機
関
へ
の
つ
な
げ

方
、
ま
た
、
児
童
発
達
支
援
セ
ン

タ
ー
の
機
能
強
化
に
向
け
た
取
組

を
伺
い
た
い
。

�
待
機
期
間
中
は
、
必
要
に
応

じ
て
乳
幼
児
健
康
診
査
の
医
師
の

意
見
書
に
よ
り
速
や
か
な
障
害
児

通
所
支
援
に
つ
な
げ
る
と
と
も
に
、

総
合
事
務
所
の
保
健
師
等
の
相
談

対
応
も
行
っ
て
い
る
。　
　
　

　

ま
た
、
市
内
４
か
所
の
児
童
発

達
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
生
活
習
慣

の
習
得
や
療
育
、
集
団
生
活
へ
の

適
応
訓
練
、
保
護
者
へ
の
指
導
、

助
言
等
に
加
え
、
令
和
６
年
度
か

ら
障
害
児
通
所
支
援
事
業
所
や
保

育
所
等
へ
の
助
言
・
指
導
、
幅
広

い
高
度
な
専
門
性
に
基
づ
く
発
達

支
援
や
家
族
支
援
な
ど
を
実
施
し
、

さ
ら
な
る
機
能
強
化
を
図
る
こ
と

と
し
て
い
る
。
今
後
、
地
域
の
医

療
機
関
や
関
係
事
業
所
等
と
の
連

携
に
よ
り
、
地
域
全
体
に
お
け
る

支
援
体
制
の
充
実
に
努
め
て
い
く
。

切
れ
目
の
な
い
発
達
障
害
児

の
支
援
体
制

問問答

	

赤
潮
対
策
と
し
て
行
っ
て
い

る
防
除
剤
の
散
布
の
効
果
及
び
来

年
度
に
備
え
た
対
応
に
つ
い
て
伺

い
た
い
。
ま
た
、
沿
岸
の
関
係
市

と
連
携
し
た
対
応
に
つ
い
て
伺
い

た
い
。

�

橘
湾
で
は
２
年
連
続
で
被
害

が
発
生
し
た
が
、
昨
年
度
の
被
害

を
受
け
監
視
体
制
等
の
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
を
強
化
し
た
こ
と
で
、
今
年

は
迅
速
に
防
除
剤
を
散
布
し
被
害

を
軽
減
で
き
た
と
考
え
る
。

　

防
除
剤
の
散
布
は
有
害
プ
ラ
ン

ク
ト
ン
が
大
幅
に
減
少
す
る
な
ど

の
効
果
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
今

後
も
赤
潮
発
生
時
に
迅
速
に
散
布

で
き
る
よ
う
在
庫
の
確
保
な
ど
の

体
制
を
整
備
し
て
い
く
。

　

ま
た
、
関
係
市
と
の
連
携
に
つ

い
て
は
、
橘
湾
周
辺
海
域
の
赤
潮

対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
い
た

対
策
を
行
っ
て
お
り
、
広
域
的
に

連
携
す
る
こ
と
で
防
除
効
果
を
高

め
被
害
を
軽
減
で
き
る
可
能
性
が

あ
る
た
め
、
関
係
市
と
連
携
し
た

迅
速
な
防
除
対
策
を
進
め
て
い
く
。

赤
潮
対
策

問問答

	

ほ
と
ん
ど
の
施
設
で
指
定
管

理
の
指
定
期
間
が
５
年
と
な
っ
て

い
る
が
、
民
間
事
業
者
の
積
極
的

な
投
資
を
促
す
と
と
も
に
、
職
員

の
安
定
し
た
雇
用
に
つ
な
げ
る
た

め
、
施
設
の
性
格
に
よ
っ
て
指
定

期
間
を
長
く
設
定
す
る
考
え
は
な

い
か
。

�

指
定
期
間
に
つ
い
て
は
、
維

持
管
理
業
務
が
主
と
な
る
施
設
は

原
則
５
年
と
す
る
一
方
、
不
特
定

多
数
の
市
民
や
観
光
客
が
利
用
す

る
施
設
で
、
指
定
管
理
者
の
ア
イ

デ
ア
や
ノ
ウ
ハ
ウ
、
投
資
等
に
よ

り
施
設
の
効
用
が
高
め
ら
れ
、
さ

ら
な
る
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

や
利
用
者
の
増
が
期
待
さ
れ
る
施

設
に
つ
い
て
は
、
５
年
以
上
15
年

以
下
の
範
囲
で
提
案
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
制
度
の
見
直

し
を
行
っ
て
い
る
。

　
今
後
も
関
係
部
局

で
連
携
し
な
が
ら
、

積
極
的
に
制
度
を
活

用
で
き
る
よ
う
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
。

指
定
管
理
者
制
度
の
今
後
の

在
り
方

問問答

	

聴
力
や
音
声
の
発
話
に
障
害

の
あ
る
方
な
ど
が
音
声
に
頼
ら
ず

緊
急
通
報
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

シ
ス
テ
ム
で
あ
る
Ｎ
Ｅ
Ｔ
119
の
周

知
と
活
用
状
況
は
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
か
。
ま
た
、
他
都
市

で
は
緊
急
通
報
時
に
通
報
者
と
指

令
室
の
間
で
映
像
の
送
受
信
を
可

能
に
す
る
Ｌ
Ｉ
Ｖ
Ｅ
119
を
導
入
し

て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
本
市

で
導
入
す
る
考
え
は
な
い
か
。

�

Ｎ
Ｅ
Ｔ
119
は
令
和
３
年
４
月

１
日
に
導
入
し
、
現
在
114
名
の
方

が
登
録
を
し
て
い
る
。
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
の
画
面
操
作
の
み
で
通
報

可
能
で
あ
る
た
め
会
話
が
困
難
な

方
で
も
利
用
で
き
る
シ
ス
テ
ム
で

あ
り
、
今
後
も
関
係
機
関
と
連
携

し
て
登
録
の
拡
大
を
進
め
て
い
く
。

ま
た
、
Ｌ
Ｉ
Ｖ
Ｅ
119
に
つ
い
て
は
、

火
災
や
救
急
な
ど
の
状
況
を
よ
り

正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

有
効
な
手
段
と
考
え
て
お
り
、
他

都
市
の
調
査
研
究
を
し
、
導
入
に

向
け
た
検
討
を
行
い
た
い
。

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
の
現
状

と
取
組

問問答

	

福
岡
市
や
熊
本
市
で
は
す
べ

て
の
バ
ス
停
や
広
い
歩
道
を
対
象

に
ベ
ン
チ
を
設
置
す
る
取
組
が
進

ん
で
い
る
が
、
本
市
で
も
設
置
を

進
め
る
こ
と
で
高
齢
者
や
障
害
者

に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

し
て
い
く
考
え
は
な
い
か
。

�

バ
ス
停
へ
の
ベ
ン
チ
の
設
置

は
公
共
交
通
利
用
者
の
待
合
環
境

の
改
善
に
つ
な
が
る
一
つ
の
方
策

と
し
て
認
識
し
て
い
る
が
、
交
通

事
業
者
の
運
転
手
不
足
な
ど
に
よ

り
、
路
線
バ
ス
の
減
便
や
廃
止
が

進
ん
で
い
る
状
況
の
中
で
、
市
と

し
て
は
ま
ず
は
路
線
の
維
持
確
保

を
図
る
取
組
を
優
先
的
に
推
進
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
一
方
、
誰
も
が
気

軽
に
外
出
し
や
す
い

ま
ち
づ
く
り
を
進
め

る
と
い
う
点
で
は
、

バ
リ
ア
フ
リ
ー
や
福
祉
の
視
点
な

ど
も
含
め
、
全
庁
的
な
議
論
が
必

要
と
な
る
た
め
、
ま
ず
は
関
係
部

局
と
協
議
を
行
い
た
い
。

バ
ス
停
へ
の
ベ
ン
チ
設
置
の

推
進

問問答

な
が
さ
き
ミ
ラ
イ

森も
り

き
ょ
う
へ
い

市
民
ク
ラ
ブ

野の

口ぐ
ち

　
達た

つ

也や

自
民
創
生

柿か
き

田た

　
正た

だ
し

公
明
党

久ひ
さ

　
八や

　す

　し

寸
志

日
本
共
産
党

中な
か

西に
し

　
敦あ

つ
の
ぶ信
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本
市
の
指
定
避
難
所
で
耐
震

基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
施
設
、

エ
ア
コ
ン
を
設
置
し
て
い
な
い
施

設
は
そ
れ
ぞ
れ
何
か
所
か
。
ま
た
、

災
害
用
備
蓄
品
の
種
類
、
数
の
状

況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

�
指
定
避
難
所
265
施
設
の
う
ち

民
間
施
設
で
あ
る
29
施
設
は
耐
震

基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
た
め
地

震
時
に
は
開
設
し
な
い
取
扱
い
と

し
て
い
る
。
ま
た
、
空
調
設
備
に

つ
い
て
は
、
学
校
施
設
等
の
94
施

設
で
設
置
さ
れ
て
い
な
い
が
、
学

校
施
設
の
一
部
で
は
空
調
設
備
が

整
っ
た
部
屋
も
活
用
し
て
い
る
。

災
害
用
備
蓄
品
に
つ
い
て
は
食
料

や
飲
料
水
の
ほ
か
、
非
常
用
ト
イ

レ
袋
な
ど
の
生
活
用
品
や
衛
生
用

品
を
過
去
の
被
災
状
況
も
踏
ま
え
、

3,600
人
の
２
日
分
を
現
物
備
蓄
し
、

リ
ス
ク
分
散
の
た
め
各
地
区
の
市

有
施
設
に
保
管
し
て
い
る
。
今
後

も
、
安
全
な
避
難
所
の
確
保
や
必

要
物
品
の
備
蓄
に
努
め
て
い
く
。

適
正
な
避
難
所
運
営
と
災
害

備
蓄
品

問問答

	

実
証
実
験
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と

し
て
長
崎
の
海
を
活
用
し
、
企
業

を
呼
び
込
む
た
め
の
具
体
策
を
伺

い
た
い
。
ま
た
、
海
に
関
す
る
産

業
分
野
の
企
業
や
研
究
機
関
を
招

い
て
将
来
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
描
け
る

よ
う
な
エ
キ
ス
ポ
を
開
催
し
て
は

ど
う
か
。

�

経
済
再
生
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ

ン
に
お
い
て
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

企
業
の
実
証
事
業
の
サ
ポ
ー
ト
体

制
の
構
築
や
フ
ィ
ー
ル
ド
の
提
供

を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
お
り
、

ま
ず
は
実
証
実
験
の
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
や
地
場
企
業
と
の
マ
ッ
チ

ン
グ
、
金
融
機
関
等
と
協
調
し
た

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
体
制
な
ど
持
続

可
能
な
受
入
体
制
の
構
築
に
向
け

て
取
り
組
む
。
ま
た
エ
キ
ス
ポ
等

の
交
流
機
会
は
新
ビ
ジ
ネ
ス
の
創

出
等
に
有
効
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
関

係
機
関
と
連
携
し
、

交
流
を
促
す
取
組

を
積
極
的
に
支
援

し
た
い
と
考
え
て

い
る
。

海
を
活
用
し
た
産
業
の
創
出

問問答

	

長
崎
ス
タ
ジ
ア
ム
シ
テ
ィ
を

軸
と
し
た
観
光
振
興
、
出
島
メ
ッ

セ
長
崎
と
連
携
し
た
交
流
人
口
の

拡
大
に
向
け
た
取
組
に
つ
い
て
、

出
島
メ
ッ
セ
長
崎
の
利
用
実
績
を

踏
ま
え
て
伺
い
た
い
。

�

長
崎
ス
タ
ジ
ア
ム
シ
テ
ィ
の

開
業
に
伴
う
経
済
波
及
効
果
を
高

め
る
た
め
、
ス
ポ
ー
ツ
フ
ァ
ン
向

け
の
飲
食
イ
ベ
ン
ト
へ
の
支
援
な

ど
、
ま
ち
な
か
へ
の
周
遊
促
進
を

図
る
取
組
を
進
め
て
お
り
、
情
報

に
つ
い
て
は
市
公
式
観
光
サ
イ
ト

や
ス
タ
ジ
ア
ム
シ
テ
ィ
内
等
で
発

信
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
次
に
、

出
島
メ
ッ
セ
長
崎
と
の
連
携
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
パ
ブ
リ
ッ
ク

ビ
ュ
ー
イ
ン
グ
を
共
同
開
催
す
る

な
ど
イ
ベ
ン
ト
連
携
を
図
っ
て
き

た
。
昨
年
度
の
出
島
メ
ッ
セ
長
崎

の
利
用
実
績
は
約
66
万
人
、
経
済

波
及
効
果
は
約
136
億
円
で
、
目
標

を
そ
れ
ぞ
れ
達
成
し
た
が
、
相
互

の
施
設
の
特
性
や
強
み
を
活
か
し
、

さ
ら
に
交
流
人
口
の
拡
大
に
取
り

組
ん
で
い
く
。

長
崎
ス
タ
ジ
ア
ム
シ
テ
ィ
を

軸
と
し
た
観
光
振
興

問問答

	

バ
ス
の
減
便
・
廃
止
や
ス
ー

パ
ー
の
撤
退
な
ど
に
よ
り
多
く
の

市
民
か
ら
日
常
的
な
買
い
物
に
対

す
る
不
安
の
声
を
聞
く
が
、
買
い

物
に
関
す
る
地
域
や
消
費
者
の
実

態
把
握
と
支
援
に
つ
い
て
ま
と
め

た
基
礎
資
料
を
作
成
し
て
、
施
策

の
推
進
に
役
立
て
て
は
ど
う
か
。

�

本
市
で
は
、
民
間
事
業
者
が

行
う
宅
配
や
移
動
販
売
、
店
舗
ま

で
の
送
迎
サ
ー
ビ
ス
を
地
区
別
に

ま
と
め
た
一
覧
表
を
作
成
し
、
地

域
住
民
へ
情
報
提
供
を
行
っ
て
お

り
、
ほ
か
に
も
買
い
物
支
援
に
つ

な
が
る
取
組
と
し
て
、
乗
合
タ
ク

シ
ー
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
運

行
、
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
に
よ
る
支
援
、
乳
児
が
い
る

子
育
て
世
帯
を
対
象
と
し
た
家
事

代
行
サ
ー
ビ
ス
等
を
行
っ
て
い
る
。

　

今
後
も
、
地
域
の
状
況
を
一
元

的
に
把
握
し
た
う
え
で
、
基
礎
資

料
と
し
て
整
理
す
る
な
ど
、
効
果

的
に
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
よ
う
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
。

買
い
物
支
援

問問答

	

令
和
４
年
に
長
崎
ス
タ
ジ
ア

ム
シ
テ
ィ
建
設
地
で
発
見
さ
れ
た

福
岡
俘
虜
収
容
所
第
14
分
所
の
遺

構
に
つ
い
て
は
、
原
爆
の
す
さ
ま

じ
さ
と
当
時
の
社
会
的
状
況
を
示

唆
す
る
も
の
と
考
え
る
が
、
被
爆

遺
構
に
認
定
せ
ず
保
存
し
な
か
っ

た
の
は
な
ぜ
か
伺
い
た
い
。

�

遺
構
が
発
見
さ
れ
た
際
、
本

市
学
芸
員
が
現
地
を
確
認
し
た
が
、

遺
構
は
局
所
的
か
つ
戦
後
の
土
地

利
用
で
大
幅
に
削
り
取
ら
れ
た
状

態
で
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
当
時

の
収
容
所
の
範
囲
や
構
造
を
明
ら

か
に
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

ま
た
、
熱
線
や
高
熱
火
災
、
強
い

衝
撃
で
生
じ
る
ひ
び
割
れ
な
ど
被

爆
の
痕
跡
も
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
被
爆
に

よ
る
被
害
の
状
況
を
伝
え
る
も
の

と
は
認
め
ら
れ
ず
、
保
存
す
べ
き

遺
構
で
は
な
い
と
判
断
し
た
。

被
爆
遺
構
の
保
存

問問答

市
民
ク
ラ
ブ

山や
ま
た
に谷よ

し
ひ
ろ

新
出
島
ク
ラ
ブ

阿あ

べ部
の
ぞ
み

市
民
ク
ラ
ブ

井い
の
う
え上

　
重し

げ
ひ
さ久

市
民
ク
ラ
ブ

山や
ま
ぐ
ち口

た
か
ゆ
き

市
民
ク
ラ
ブ

池い
け
だ田

　
章あ

き
こ子
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人事
次の人事案件について同意することに決定しました。
▶教育委員会の委員
　北爪�宏明氏（新任）
▶人権擁護委員の候補者
　寺井�德子氏（再任）、奈良﨑�光広氏（再任）

請願
委員会審査を行った請願は、次のとおりです。
▶�「再審法改正を求める意見書」採択に関する請願

（総務委員会／採択）

議長・副議長選挙
　定例会最終日の9月20日、毎熊政直議長から議長の
辞職願が提出され、議長選挙を行った結果、第60代長
崎市議会議長に岩永敏博議員が選出され、また、相川
和彦副議長から副議長の辞職願が提出され、副議長選
挙を行った結果、第67代長崎市議会副議長に山口まさ
よし議員が選出され、就任及び退任に当たり、新旧正
副議長からの挨拶がありました。

陳情
委員会審査を行った陳情は、次のとおりです。
▶�「長崎市の子どもたちをいじめから守る取組」に
関する陳情（教育厚生委員会）

▶�長崎市営松山陸上競技場の現在地存続に関する陳
情（建設水道委員会）

毎熊前議長挨拶 相川前副議長挨拶

	

公
立
保
育
所
の
民
間
移
譲
に

よ
り
、
市
と
し
て
は
経
費
節
減
が

図
ら
れ
、
約
５
億
円
の
新
た
な
財

源
が
生
ま
れ
て
い
る
は
ず
だ
が
、

保
育
で
生
ま
れ
た
財
源
は
子
ど
も

た
ち
、
ま
た
は
そ
れ
に
携
わ
る
人

に
使
わ
れ
る
べ
き
で
、
公
立
保
育

所
と
民
間
保
育
所
と
の
給
与
格
差

の
是
正
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
る

が
、
保
育
士
の
処
遇
改
善
に
ど
の

程
度
充
て
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る

の
か
。

�

保
育
士
の
処
遇
改
善
に
必
要

な
予
算
に
つ
い
て
は
、
し
っ
か
り

と
適
正
に
予
算
全
体
の
中
で
査
定

を
行
い
な
が
ら
配
分
し
て
い
る
。

公
立
保
育
所
の
民
間
移
譲
に
よ
り

生
じ
る
財
源
の
使
い
道
は
全
体
的

な
財
政
収
支
の
中
で
考
え
て
い
る

が
、
子
育
て
支
援
策
に
つ
い
て
は

様
々
な
取
組
を

行
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
今
後

も
し
っ
か
り
と

予
算
編
成
を

行
っ
て
い
く
。

公
立
保
育
所
の
民
間
移
譲

問問答

	

人
口
減
少
対
策
と
し
て
重
要

な
取
組
と
考
え
る
が
、
昨
年
度
か

ら
開
始
し
た
適
地
調
査
業
務
に
つ

い
て
、
今
年
８
月
ま
で
に
整
備
の

可
能
性
が
あ
る
土
地
の
抽
出
・
整

理
等
を
行
い
、
最
終
的
に
候
補
地

の
優
先
順
位
を
設
定
す
る
と
し
て

い
た
が
進
捗
状
況
を
伺
い
た
い
。

�

昨
年
度
か
ら
中
長
期
的
に
整

備
可
能
な
公
有
地
及
び
民
有
地
の

調
査
を
進
め
、
適
地
に
つ
い
て
は
、

土
地
利
用
計
画
図
の
作
成
並
び
に

概
算
事
業
費
の
算
定
を
行
い
、
併

せ
て
開
発
の
容
易
性
や
工
業
地
と

し
て
の
優
位
性
、
事
業
性
を
評
価

し
、
開
発
に
向
け
た
問
題
点
と
課

題
を
整
理
し
た
。

　

今
後
は
、
関
係
機
関
と
も
協
議

し
な
が
ら
、
調
査
結
果
の
検
証
を

行
う
と
と
も
に
、
企
業
ニ
ー
ズ
な

ど
を
含
め
、
総
合
的
な
観
点
か
ら

今
年
度
末
ま
で
に
は
、
新
た
な
企

業
立
地
用
地
確
保
へ
向
け
た
一
定

の
方
向
性
の
整
理
を
進
め
た
い
。

企
業
誘
致
用
地
の
検
討
調
査

問問答

	

５
月
に
若
者
の
ダ
ボ
ス
会
議

と
称
さ
れ
る
ワ
ン
・
ヤ
ン
グ
・

ワ
ー
ル
ド
の
平
和
を
テ
ー
マ
に
し

た
分
科
会
が
出
島
メ
ッ
セ
長
崎
で

開
催
さ
れ
た
が
、
市
は
ど
の
よ
う

な
支
援
を
し
、
こ
の
取
組
を
一
過

性
の
も
の
に
し
な
い
た
め
、
今
後

ど
う
関
わ
っ
て
い
く
の
か
。

�
�

今
回
の
分
科
会
の
開
催
に
際

し
て
は
、
民
間
主
導
で
昨
年
９
月

に
設
置
さ
れ
た
協
議
会
に
参
画
し
、

県
と
共
に
国
内
外
か
ら
参
加
の
ゲ

ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
や
来
賓
に
歓
迎

の
意
を
表
す
る
歓
迎
レ
セ
プ
シ
ョ

ン
を
開
催
し
た
。

　

同
分
科
会
は
、
被
爆
80
周
年
と

な
る
来
年
も
開
催
予
定
で
あ
り
、

長
崎
か
ら
次
世
代
の
リ
ー
ダ
ー
が

育
ま
れ
、
平
和
の
発
信
や
取
組
が

世
界
に
広
が
っ
て

い
く
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
た
め
、
協

議
会
で
意
見
を
伺

い
な
が
ら
市
の
関

わ
り
方
を
検
討
し

て
い
き
た
い
。

国
際
会
議「
ワ
ン
・
ヤ
ン
グ
・

ワ
ー
ル
ド
長
崎
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

問問答

な
が
さ
き
次
世
代
の
党

梅う
め
も
と本け

い
す
け

新
出
島
ク
ラ
ブ

山や
ま
ぐ
ち口ま

さ
よ
し

自
民
創
生

浅あ
さ
だ田

　
真し

ん
ご五
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総務委員会　市民の地域コミュニティの拠点の確保を図ります
　第88号議案「長崎市ふれあいセンター条例及び長
崎市公民館条例の一部を改正する条例」は、福田地区
公民館を市民がより使いやすく、集いやすい地域コ
ミュニティの拠点施設とするため、当該公民館を廃止
し、福田地区ふれあいセンターを設置しようとするも
のです。

　委員会では、ふれあいセンターへ移行するに当たっ
て、利用者の利便性向上のため、施設のバリアフリー
化やウォシュレット付きトイレを整備する考えについ
て質すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決し
ました。

環境経済委員会　伊王島海水浴場交流施設及び伊王島ふれあい広場の民間移譲を進めます
　第91号議案「長崎市伊王島海水浴場交流施設条例
及び長崎市伊王島ふれあい広場条例を廃止する条例」
は、利用状況等を総合的に勘案し、一体的に民間移譲
するため、当該施設を廃止しようとするものです。
　委員会では、譲渡後の海水浴場運営における市の関
わり方、民間移譲に当たり、ふれあい広場を整備する

際に充当した過疎債等の償還金への対応、ふれあい
広場から交流施設へ向かう道路は車が対面通行できな
い状況であることから、今後、拡幅整備を行う考えの
有無、公共施設マネジメントにおけるその他の地区の
海水浴施設の考え方について質すなど、内容検討の結
果、異議なく原案を可決しました。

建設水道委員会　日見大曲・宿町団地第１期整備事業の請負契約の締結について可決
　第94号議案「工事の請負契約の締結について」は、
居住水準の向上を図り、住宅に困窮する市民生活の安
定と社会福祉の増進や地域のまちづくに寄与するため、
老朽化した日見大曲アパート、日見大曲住宅及び宿町
住宅について、集約・建て替えを実施するものです。
　委員会では、市営住宅の建て替えを今後もデザイン

ビルド方式で行う考え、入札参加資格要件に該当す
る事業者数、今回の建て替え事業の入居者への説明状
況、入居者が集える集会場などを配置する考え、建て
替えにより家賃が上昇することから、本来の市営住宅
の在り方について質すなど、内容検討の結果、異議な
く原案を可決しました。

教育厚生委員会　長崎市原子爆弾放射線影響研究会を廃止する議案を可決
　第84号議案「長崎市附属機関に関する条例の一部
を改正する条例」は、原子爆弾の放射線による人体へ
の影響に関する研究事項の調査が終了したことに伴
い、長崎市原子爆弾放射線影響研究会を廃止しようと
するものです。　

　委員会では、研究会の設置目的を踏まえた最終報
告に対する見解、研究会を廃止せずに今後も調査を続
けた場合に成果を見出だす可能性について質すなど、
内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。

おわびと訂正
　2024年8月1日発行の市議会だより（№187）において、掲載内容に誤りがありました。おわびして訂正いた
します。
　【訂正箇所】　７ページ　　６月定例会の常任委員会における審査の主な内容の「環境経済委員会」の欄

環境経済委員会　イノシシ等侵入防止柵の購入に係る議案を可決

　第66号議案「財産の取得について」は、農業被
害及び生活環境被害の軽減を図るため、イノシシ等
侵入防止柵を購入しようとするものです。
　委員会では、購入数量の妥当性、ワイヤーメッシュ
柵の受け取りが負担になっていることから自治会

に配達を行う考えの有無、農業被害及び生活環境
被害に係る関係部局との連携体制、生活環境被害が
減少しないことへの今後の対応策について質すなど、
内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。
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議員（政治家）の寄附は法律で禁止されています。また、求めてもいけません。　
　公職選挙法では、議員（政治家）が選挙区内の人にお金や物を寄附することを禁止しています。
例えば、自治会の集会・旅行や地域の運動会やお祭りへの寸志や飲食物等の差入れなど、日常的に行われ
ている寄附行為であっても議員は行うことができません。
　また、有権者が、議員に寄附を求めることも禁じられています。
市民の皆さまにも法の趣旨等をご理解いただきご協力をいただき
ますようお願いいたします。

行政視察
　防災対策、部活動のあり方検討及び地域公共交通対策
の３特別委員会並びに議会運営委員会の付託案件に係る
調査事項について、行政視察を行いました。

※�特別委員会及び議会運営委員会の行政視察報告書は、長
崎市議会ホームページでご覧になれます。

議員提出議案
　次の議員提出議案３件を可決しました。なお、意見書については、国会及び関係行政庁へ提出しました。

▶被爆体験者の一刻も早い救済を求める決議（9月9日　可決）
　被爆体験者を被爆者として認め救済することは、数十年来の長崎市、県、両議会の悲願であったが、ようや
く本日、長崎地裁において、被爆体験者の一部を被爆者として認め、県・市に対し「被爆者健康手帳を交付せ
よ」という判決が下りた。
　2021年７月広島高裁判決では、黒い雨地域にいた人を「放射線の影響を受ける事情の下にあった」として
被爆者として認め、その判決を受けた新たな認定基準において、広島では最大半径約30㎞までの地域にいた
人たちにも手帳が交付されることになった。しかしこの時、半径12㎞以内で被爆した長崎の被爆体験者は同
様の状況にあったにもかかわらず除外され、その後も「黒い雨が降ったという客観的記録がない」などの理由
で、被爆体験者、長崎市・県、両議会の願いは却下されてきた。
　被爆体験者は高齢化し、一刻も早い救済が求められている。長崎市議会は、被告である長崎県・長崎市及び
訴訟参加人である国に対し、控訴をせず、長崎地裁判決を受け入れることを求める。そして、長崎の被爆体験
者も広島の黒い雨体験者と同じく、被爆者援護法第１条第３号に該当するものとして、掲げる11の疾病があ
れば被爆者と認定し、速やかに被爆者健康手帳を交付することを強く求める。
　以上、決議する。

▶被爆体験者の一刻も早い救済を求める意見書

▶再審法改正を求める意見書

議会の動き
▶特別委員の補欠選任（9月20日）
　相川和彦議員、毎熊政直議員が、地域公共交通対策特別委員会の委員として補欠選任されました。
▶長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙（9月20日）
　本市議会から、岩永敏博議員、平野�剛議員が、新たに長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員として選出
されました。

11月定例会の予定	
11月26日（火） 本会議（招集日）

11月29日（金）
12月２日（月）～４日（水） 本会議（市政一般質問）

12月５日（木）～６日（金）
12月９日（月）～10日（火） 常任委員会

12月11日（水） 特別委員会

12月13日（金） 本会議（委員長報告等）
※日程は変更となる場合があります。

※�意見書の内容は、長崎市議会ホームページで
ご覧になれます。

次号：令和７年２月１日発行予定


